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ご近所福祉体制づくり事業の推進
　地域を取り巻く生活課題は多様化・複雑化し、地域での支え合いによる地域福祉の充実が一層求められていま
す。また、住民の皆さんが主体的に地域と関り、住み慣れた地域で安心していきいきと暮らせるような地域づく
りが必要となっています。そのため、身近な地域をご近所とし、ご近所での福祉体制づくりを推進します。
　
　◆より身近な地域で住民の皆さんから意見をお聞きする機会作りを推進します。（懇談会等の開催）
　　〇地域支え合いマップの作成
　　　　町内会や区などの住宅地図を見ながら、「一人暮らしの方はどれぐらいいるか」、「地域住民の方々が集
　　　まる場所はどこか」、「空き家はどれくらいあるか」など、参加者の皆さんで話をしていただきます。
　　　　地域の現状を参加者で共有し、今後の地域活動のあり方を話し合っていただく活動です。
　　〇地区座談会の開催
　　　　地域には、さまざまな生活課題があります。皆さんのお住いの地域ではどのようなことが生活課題になっ
　　　ているかを、参加者の皆さんで話し合っていただきます。　　　
　　　　福祉についての勉強会、『認知症について』や『家庭で行える
　　　介護技術について』などの勉強会の開催も行っています。

　◆住民の皆さんによる地域づくり活動のお手伝い
　　〇地域づくり活動をされている皆さんとの連携強化
　　　　地域の皆さんには、日ごろからさまざまなボランティア活動にご参加いただいています。今後も、町内会・
　　　区、民生委員・児童委員、福祉委員、ボランティア、老人クラブや教育機関等の皆さんとさらなる連携を
　　　図り、地域における住民活動の活性化を図っていきます。
　　〇地域活動を考えるための本会地区担当の派遣活動
　　　　地域の皆さんだけで話し合いの場を作るのは難しいと感じたら、ぜひ本会までご連絡ください。地域活
　　　動について住民の皆さんとともに学び・考える機会を一緒に作っていただけませんか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本会は町生活支援体制整備事業の受託運営を行っています。）　
　※懇談会等の開催についてのお問い合わせは
　　　「お住いの地域で懇談会等を開催してみたい」、「懇談会等について、詳しく聞いてみたい」など、こ
　　の取り組みにご協力いただける方々がいらっしゃいましたら、ぜひ本会までお問い合わせください。
　　　皆さんからのご連絡をお待ちしております。
　　　問白浜地域　本部事務所（４５－２７１１）、日置川地域　日置川支部（５２－２１１１）まで

～住民の助け合い・支え合い活動を活性化した地域の見守り・支援体制づくり～
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※社協だよりは、共同募金配分金や社協会費等を活用して掲載しています。

日 程 内　　容 会　　場
4/1 司法書士 本部事務所
4/8 人　　権 本部事務所
4/15 法　　律 本部事務所
5/7 司法書士 本部事務所

白 浜 支 部

日置川支部

※お申し込みは、各支部事務所まで。
※混雑する場合や日程の変更、中止の場合もござ
　いますので、事前にご予約ください。

１人約１５分程度の相談となります。
【予約およびお問い合わせ】

　白浜支部　 ： ＴＥＬ　４５－２７１１
　日置川支部 ： ＴＥＬ　５２－２１１１

日 程 内　　容 会　　場
4/5 法　　律 み ま い 荘
5/10 法　　律 川添山村活性化支援センター

福 祉 相 談 所 設 置 日 程
【時間】午後１時３０分から４時

　　　　　　　　( 当日受付は午後３時まで )

　福祉サービス利用援助事業
　福祉サービス利用援助事業は、判断能力が不十分な

高齢者や知的障がい、精神障がいのある方などが安心

して生活が送れるよう、公共料金の支払いや行政手続

き、福祉サービスの利用手続きなどのちょっとしたお

手伝いをする事業です。

　当事業のご利用には、利用者本人との契約や利用料

が必要となります。

　事業内容等の詳細については、本会本部事務所（☎

４５－２７１１）までご連絡ください。

福祉サービス利用援助事業生活支援員募集 !!

　福祉サービス利用援助事業では、ご利用者の皆さん

への訪問活動を行っていただく生活

支援員を募集しています。どんな活

動か知りたい、聞いてみたいという

方は、ぜひ、本部事務所までお問い

合わせください。
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福 祉 総 合 相 談 事 業 　日常生活上の悩みごとから専門的な相談まで、あらゆる相談に応じるため、
専門の相談員がお話しをお伺いし、問題解決に向けてのアドバイスをさせてい
ただきます。「どこに相談したらいいの？」　そんな時は、まずはご連絡ください。相談の種類

種　類 相談員 内　容
法　　　律 弁 護 士   法律に基づく対処方法等に関する相談
財産・登記 司 法 書 士   財産登記の手続き等に関する相談
人　　　権 人権擁護委員   人権の侵害等に関する相談

相談所開設日　　　　　　　　法律相談は、原則として白浜地区第３月曜日、日置川地区第１金曜日です。その他の専
　門相談の詳しい開設日については、『福祉相談所設置日程』をご確認いただくか、社協各支部までお問
　い合わせください。 ※相談時間は、１人１５分程度となります。

　※相談内容によっては、他の相談機関を紹介させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※今年度より人権相談の日程が白浜支部、日置川
　支部の隔月開催となります。
　日程・会場にご注意のうえ、お申し込みください。


